
 

 
 

 

 

 

 

 

 横浜市情報公開・個人情報保護審査会委員（第 10 期）の委嘱式について  

第 10 期横浜市情報公開・個人情報保護審査会委員に対し、小林副市長から委嘱状の交付

を行います。 

１ 日時 

 平成30年７月５日（木） 午前10時00分～午前10時15分 

２ 場所 

  市庁舎２階 小林副市長執務室  ※取材を行う場合は、当日会場までお越しください。 

 
３  委員（50 音順） 
 

氏  名 現   職 

稲
いな

 垣
がき

 景 子
け い こ

  
横浜国立大学大学院都市イノベーション研究院 

准教授（建築学・都市計画） 

 金
かな

 井
い

  惠里可
え り か

 文教大学教授（行政法） 

金
かね

 子
こ

  正 史
ま さ し

 
元同志社大学法科大学院教授（行政法） 

獨協大学名誉教授 

久
く

 保
ぼ

  博 道
ひろみち

 弁護士（神奈川県弁護士会） 

小
こ

林
ばやし

 雅 信
まさのぶ

  弁護士（神奈川県弁護士会） 

 髙
たか

 橋
はし

  良
りょう

 弁護士（神奈川県弁護士会） 

藤
ふじ

 原
わら

  靜 雄
し ず お

 中央大学法科大学院教授（行政法） 

松
まつ

 村
むら

 雅 生
ま さ お

  日本大学大学院法務研究科教授（行政法） 

山
やま

 本
もと

 未 来
み ら い

  明治学院大学准教授（行政法） 

４ 任期 

   平成 30 年７月１日～平成 32 年６月 30 日 
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５ 横浜市情報公開・個人情報保護審査会設置の根拠規定 

○横浜市の保有する情報の公開に関する条例（平成 12 年２月横浜市条例第１号） 
 

(審査会への諮問等) 

第19条 第18条の２の審査請求があったときは、審査庁（当該審査請求がされた実施機関をいう。第３

項において同じ。）は、次のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、第22条第１項に規定する横

浜市情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。 

 (1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。 

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政文書の全部を開示することとする

とき。ただし、当該行政文書の開示について反対意見書が提出されているときを除く。 

（第２項及び第３項省略） 
 
(横浜市情報公開・個人情報保護審査会の設置等) 

第22条 第19条及び個人情報保護条例第53条の規定による諮問並びに情報公開に関する事項についての

実施機関の諮問に応じて調査審議するため、横浜市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」

という。)を置く。 

２  審査会は、前項の規定による調査審議を行うほか、情報公開に関する重要な事項について審議し、

実施機関に意見を述べることができる。 

３ 審査会は、市長が任命する委員９人以内をもって組織する。 

４ 審査会の委員の任期は２年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨

げない。 

５ 審査会の委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様

とする。 

６ 審査会の委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしては

ならない。 
 
○横浜市個人情報の保護に関する条例（平成 17 年２月横浜市条例第６号） 
 

(横浜市情報公開・個人情報保護審査会への諮問等) 

第53条 第52条の２の審査請求があったときは、審査庁（当該審査請求がされた実施機関をいう。第３

項において同じ。）は、次のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、情報公開条例第22条第１項

に規定する横浜市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問しなければならな

い。 

（第１号から第４号まで、第２項及び第３項省略） 
 

６ 不服申立件数及び答申件数                              

 不服申立件数 答申件数 
認容・ 

却下件数 
取下件数 

継続案件数

（年度当初） 

平成27年度 ３６ ５０     ２     ０ ５５ 

平成28年度 ４０３  ５１    １０     ３ ３９ 

平成29年度 ６５０ １０９    １４     ２ ３７８ 

 

 

 

お問合せ先 

市民局市民情報室市民情報課長 犬塚 克 Tel 045-671-3881 


